
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

訓　

令　

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

五

規　
　
　

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
号
イ
中
「
指
示
」
の
下
に
「
、
報
告
の
徴
収
」
を
加
え
、
同
号
中
リ
を
ル
と
し
、
チ
を
ヌ
と
し
、
同
号

ト
中
「
及
び
第
七
十
八
条
」
を
「
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
」
に
、「
費
用
」
を
「
費
用
等
」
に
改
め
、
同
号
中
ト

を
リ
と
し
、
へ
を
ト
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

チ　

第
七
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求

　

第
五
条
第
二
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

第
五
十
五
条
の
四
及
び
第
五
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
及
び
報
告
の
徴
収

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
三
号

　
　
　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
宮
城
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
省
令
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
を
「
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
省
令
第
一
条
第
五
項
」
に
、「
書
面
」
を
「
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
保
護
決
定
通
知
書
」
を
「
保
護
開
始
（
変
更
）
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
就
労
自
立
給
付
金
申
請
書
等
）

第 

十
五
条　

省
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
就
労
自
立
給
付
金
申
請
書
（
様
式
第
三
十
七
号
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

保
健
福
祉
事
務
所
長
は
、
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
労
自
立
給
付
金
を
支
給
す
る
と
き
は
、

就
労
自
立
給
付
金
決
定
通
知
書
（
様
式
第
三
十
七
号
の
二
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
徴
収
金
支
払
申
出
書
）

第 

二
十
条　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
徴
収
金
支
払
申
出
書
（
様
式
第
四
十

三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
の
二
（
そ
の
一
）
中

「

」
を

「

①
訪
問
介
護
，
②
訪
問
入
浴
介
護
，
③
訪
問
看
護
，
④
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
⑤
居
宅

療
養
管
理
指
導
，
⑥
通
所
介
護
，
⑦
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
⑧
短
期
入
所
生
活
介
護
，

⑨
短
期
入
所
療
介
護
，
⑩
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
⑪
福
祉
用
具
貸
与
，
⑫
夜
間
対
応
型

訪
問
介
護
，
⑬
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
，
⑭
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
，
⑮
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
，
⑯
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
⑰
特
定
福
祉
用
具
販
売
，

⑱
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
，
⑲
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
⑳
介

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉑
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉒
介
護
予
防
訪
問
介
護
，
㉓
介
護
予

防
訪
問
入
浴
介
護
，
㉔
介
護
予
防
訪
問
看
護
，
㉕
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
㉖

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
，
㉗
介
護
予
防
通
所
介
護
，
㉘
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
，
㉙
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
，
㉚
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
，
㉛
介
護
予

防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
32
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
，
33
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
，
34
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
，
35
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
，
36
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
，
37
居
宅
介
護
支
援
，
38
介
護
予
防
支
援

①
訪
問
介
護
，
②
訪
問
入
浴
介
護
，
③
訪
問
看
護
，
④
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
⑤
居
宅
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」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

療
養
管
理
指
導
，
⑥
通
所
介
護
，
⑦
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
⑧
短
期
入
所
生
活
介
護
，

⑨
短
期
入
所
療
養
介
護
，
⑩
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
⑪
福
祉
用
具
貸
与
，
⑫
特
定
福
祉

用
具
販
売
，
⑬
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
，
⑭
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
，
⑮
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
，
⑯
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
，
⑰
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
，

⑱
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
⑲
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

活
介
護
，
⑳
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
，
㉑
居
宅
介
護
支
援
，
㉒
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉓
介
護

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉔
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
，
㉕
介
護
予
防
訪
問
介
護
，
㉖
介
護
予
防

訪
問
入
浴
介
護
，
㉗
介
護
予
防
訪
問
看
護
，
㉘
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
，
㉙
介

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
，
㉚
介
護
予
防
通
所
介
護
，
㉛
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
，
32
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
，
33
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
，
34
介
護
予

防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
，
35
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
，
36
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販
売
，
37
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
，
38
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
，

39
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
，
40
介
護
予
防
支
援

様
式
第
37号

（
第
15条
関
係
）

就
労
自
立
給
付
金
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
　
　
　
保
健
福
祉
事
務
所
長
　
殿

 
申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
下
記
の
と
お
り
で
す
の
で
，
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
保
護
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
事
由

　
２
　
世
帯
構
成
員

氏
　
　
名

性
　
　
別

生
　
年
　
月
　
日

男
　
・
　
女

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
歳
）

男
　
・
　
女

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
歳
）

男
　
・
　
女

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
歳
）

男
　
・
　
女

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
歳
）

男
　
・
　
女

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
歳
）

男
　
・
　
女

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
　
　
　
歳
）

　
　
（
注
意
 ）
収
入
申
告
書
，
被
雇
用
者
の
場
合
雇
用
条
件
が
わ
か
る
書
類
，
そ
の
他
保
健
福
祉
事
務
所
が
指
示
す

る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
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様
式
第
三
十
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
37号
の
2
（
第
15条
関
係
）

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
№

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
　
　
　
保
健
福
祉
事
務
所
長
　
　
　
　
　

就
労
自
立
給
付
金
決
定
通
知
書

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
生
活
保
護
法
に
よ
る
就
労
自
立
給
付
金
を
，
次
の
と
お
り
決

定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

１
　
支
給
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

２
　
保
護
廃
止
日
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

３
　
支
給
決
定
理
由

４
　
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
日
及
び
支
給
方
法

５
　
こ
の
通
知
が
申
請
書
受
理
後
14日
を
経
過
し
た
理
由

（
教
示
）

　
１
 　
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内

に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
 　
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
に
，
審
査
請
求
の
裁

決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所

に
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
場
合
は
，
審

査
請
求
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
，
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
⑴
　
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
50日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

　
　
⑵
 　
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

き
。

　
　
⑶
　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

（
備
考
 ）
就
労
自
立
給
付
金
は
，
こ
の
通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
分
の
一
時
所
得
と
な
り
ま
す
が
，
一
時
所
得
に

は
50万
円
の
特
別
控
除
が
あ
り
ま
す
の
で
，
他
に
生
命
保
険
の
一
時
金
な
ど
一
時
所
得
に
該
当
す
る
所
得
が
あ

り
，
50万
円
の
特
別
控
除
を
し
て
も
な
お
残
額
が
あ
る
場
合
に
限
り
一
時
所
得
の
金
額
が
生
じ
，
所
得
税
及
び

個
人
住
民
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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様
式
第
四
十
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
43号

（
第
20条
関
係
）

徴
収
金
支
払
申
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
　
　
　
保
健
福
祉
事
務
所
長
　
殿

 
申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
私
は
，
不
実
の
申
告
な
ど
不
正
な
手
段
に
よ
り
保
護
を
受
け
た
場
合
は
，
生
活
保
護
法
第
78条
の
２
の
規
定
に
基
づ

き
，
交
付
さ
れ
る
保
護
金
品
等
（
保
護
費
（
金
銭
給
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
及
び
就
労
自
立
給
付
金
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
の
額
か
ら
，
同
法
第
78条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
う
ち
貴
福
祉
事
務
所
と
協
議
し
定
め
る
額
に

つ
い
て
，
当
該
保
護
金
品
等
の
交
付
期
日
を
も
っ
て
支
払
に
充
て
る
旨
を
下
記
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
，
申

し
出
ま
す
。

　
な
お
，
申
出
の
撤
回
又
は
申
出
内
容
の
変
更
を
行
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
，
本
申
出
に
基
づ
き
，
徴
収
金
を
全
て
納

付
す
る
ま
で
保
護
金
品
等
か
ら
支
払
に
充
て
る
も
の
と
し
ま
す
。

記
　
１
 　
生
活
保
護
制
度
は
，
全
額
公
費
に
よ
っ
て
そ
の
財
源
が
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
不
正
受
給
は
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
不
正
受
給
が
あ
っ
た
場
合
，
生
活
保
護
法
第
78条
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
金
は
，
必
ず
全
額
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
２
 　
不
正
を
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
な
く
て
も
，
申
告
漏
れ
が
度
重
な
る
場
合
は
，「
不
実
の
申
告
」
と
福
祉
事
務

所
に
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。

　
３
 　
徴
収
金
の
支
払
に
際
し
て
，
一
括
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
，
家
計
の
節
約
に
努
め
，
本
申
出

の
方
法
に
よ
り
保
護
金
品
等
か
ら
支
払
に
充
て
る
こ
と
。

　
 

　

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
私
は
，
本
申
出
に
基
づ
き
，
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
分
か
ら
の
保
護
金
品
等
よ
り
毎
月
　
　
　
　
　
　
　
　
円
を

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
付
け
　
　
第
　
　
　
号
費
用
徴
収
決
定
通
知
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
78条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
支
払
に
充
て
る
も
の
と
し
ま
す
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
三
号
の
二
（
そ
の
一
）
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
四
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
六
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
号
ロ
中
「
指
示
」
の
下
に
「
、
報
告
の

徴
収
」
を
加
え
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

報
告
の
徴
収
（
第
五
十
五
条
の
五
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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